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連
邦
政
府
側
は
予
想
済
み

か
ら
だ
。６
月
末
の
時
点
で
、

１
２
カ
月
の
累
積
イ
ン
フ
レ

率
は
３
・
０
％
と
な
っ
て
い

る
。

　

経
済
政
策
チ
ー
ム
は
、

今
年
の
税
収
が
見
込
み
よ

り
低
か
っ
た
こ
と
と
、
政

府
が
設
定
し
た
、
赤
字
を

１
３
９
０
億
レ
以
内
に
押
さ

え
る
と
い
う
財
政
目
標
を
達

成
す
る
た
め
に
、
今
年
実
際

に
使
わ
れ
る
予
算
は
、
予
定

を
下
回
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
今
年
の
〃
見
込

み
〃
予
算
節
約
分
と
、
来
年

許
さ
れ
る
支
出
拡
大
の
分
と

合
わ
せ
る
と
、
今
年
実
際
に

使
わ
れ
る
支
出
と
、
来
年
の

支
出
の
差
額
は
８
０
０
億
レ

に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ

Ｓ
以
外
に
も
、
高
齢
者
・
身

障
者
恩
給
（
Ｂ
Ｐ
Ｃ
）
や
年

金
の
支
払
い
額
は
合
わ
せ
て

１
４
８
億
レ
も
増
え
、
公
務

員
の
給
与
調
整
で
も
支
出
は

１
２
２
億
レ
増
加
す
る
。

　

ペ
ス
タ
ー
ナ
下
議
は
、「
新

し
い
法
案
や
暫
定
令
な
ど
は

必
ず
予
算
を
伴
う
。
来
年
は

　

１
０
日
、
下
院
憲
政
委
員
会
（
Ｃ
Ｃ
Ｊ
）
で
、
収
賄
容
疑
で
の
テ
メ
ル
大
統
領

告
発
に
関
す
る
審
議
の
報
告
官
を
つ
と
め
る
セ
ル
ジ
オ
・
ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
下
議
が
、

「
告
発
を
受
け
付
け
る
」
と
い
う
内
容
の
意
見
書
を
読
み
上
げ
た
。
１
１
日
付
伯
字

紙
が
報
じ
て
い
る
。

院
と
い
う
場
は
「
政
治
的
な

見
方
を
中
心
に
判
断
す
る
場

所
で
あ
り
、
私
た
ち
自
身
が

告
発
さ
れ
た
人
物
が
有
罪

か
、
無
罪
か
を
判
断
す
る
こ

と
は
な
い
。
我
々
は
告
発
の

内
容
が
正
し
い
か
否
か
を
推

測
す
る
だ
け
で
、
罪
状
の
有

無
と
い
っ
た
テ
ク
ニ
カ
ル
な

判
断
は
最
高
裁
に
委
ね
る
べ

き
だ
」
と
し
て
、「
告
発
を

受
け
入
れ
る
」
と
の
見
解
を

示
し
た
。

　

こ
の
ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
氏
の

報
告
に
対
し
、
テ
メ
ル
大
統

領
の
弁
護
人
の
ア
ン
ト
ニ
オ

・
ク
ラ
ウ
ジ
オ
・
マ
リ
ス
・
デ
・

オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
氏
は
「
録
音

は
編
集
さ
れ
て
い
る
」
と
の

持
論
を
曲
げ
な
か
っ
た
。
さ

ら
に
「
検
察
庁
は
Ｊ
Ｂ
Ｓ
に

恩
恵
を
施
し
た
」
と
し
、「
大

統
領
に
関
し
た
で
っ
ち
あ
げ

を
作
り
上
げ
、
特
権
を
濫
用

し
て
い
る
」
と
批
判
し
た
。

　

連
邦
政
府
は
当
初
か
ら
、

ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
氏
が
大
統
領

に
不
利
な
パ
レ
セ
ー
ル
（
見

解
）
を
出
す
と
予
想
し
て
お

り
、
現
在
は
パ
レ
セ
ー
ル
の

　

既
に
報
じ
て
い
る
よ
う

に
、
ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
報
告
官

が
テ
メ
ル
大
統
領
の
告
発
受

け
入
れ
の
見
解
を
示
し
た
こ

と
で
、
風
雲
急
を
告
げ
て
来

た
下
院
の
Ｃ
Ｃ
Ｊ
。
大
統
領

側
は
委
員
を
直
前
に
入
れ
替

え
る
こ
と
で
、
ス
ヴ
ェ
イ
テ

ル
氏
の
見
解
を
な
し
崩
し

無
効
化
を
狙
っ
て
い
る
。
そ

の
一
環
と
し
て
、
連
立
与
党

の
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
、
ブ
ラ
ジ
ル
労

働
党
（
Ｐ
Ｔ
Ｂ
）、
ブ
ラ
ジ

ル
共
和
党
（
Ｐ
Ｒ
Ｂ
）、
社

会
民
主
党
（
Ｐ
Ｓ
Ｄ
）、
連

帯
（
Ｓ
Ｄ
）、
共
和
党
（
Ｐ

Ｒ
）
が
直
前
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｊ
の

委
員
を
告
発
を
受
け
入
れ
な

い
考
え
の
持
ち
主
に
入
れ
替

え
た
。
Ｐ
Ｒ
に
至
っ
て
は
、

６
人
中
５
人
を
入
れ
替
え
る

ほ
ど
の
慌
し
さ
で
、
Ｃ
Ｃ
Ｊ

の
ロ
ド
リ
ゴ
・
パ
シ
ェ
ッ
コ

委
員
長
も
、
倫
理
的
に
問
題

は
な
い
の
か
と
苦
言
を
呈
し

て
い
る
。

　

Ｃ
Ｃ
Ｊ
６
６
人
の
委
員
の

う
ち
３
４
人
以
上
が
反
対
す

れ
ば
、
報
告
官
を
選
び
な
お

し
て
審
議
を
や
り
直
す
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
Ｃ
Ｃ
Ｊ
投

票
は
１
２
日
か
ら
は
じ
ま
る

ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
報
告
官
が
見
解

そ
れ
ら
の
行
為
は
全
て
、
他

の
予
算
を
削
る
行
為
と
セ
ッ

ト
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
語
り
、
支
出
を
拡

大
さ
せ
る
た
め
の
唯
一
の
方

法
は
、
政
府
が
他
部
門
の
支

出
を
削
る
こ
と
だ
け
と
し
て

い
る
。

　

同
下
議
は
ま
た
、「
１
８

年
Ｌ
Ｄ
Ｏ
最
終
報
告
書
は
、

財
政
状
況
は
悲
劇
的
で
、
投

資
に
回
せ
る
余
裕
な
ど
ま
っ

た
く
な
い
と
い
う
現
状
を
映

し
だ
し
て
い
る
。
増
税
へ
の

議
論
は
ま
だ
本
格
化
し
て
い

な
い
が
、
し
か
る
べ
き
措
置

に
つ
い
て
は
検
討
中
だ
。
去

年
、
憲
法
改
正
ま
で
し
て
定

め
た
上
限
内
に
支
出
を
収
め

る
法
を
固
守
し
、
予
算
縮
小

や
経
費
削
減
に
務
め
て
も
、

来
年
の
基
礎
的
財
政
収
支
は

１
２
９
０
億
レ
ア
ル
の
赤
字

と
な
る
見
込
み
だ
。
予
算
上

は
多
く
の
困
難
が
伴
う
こ
と

が
明
ら
か
だ
が
、
公
的
赤
字

縮
小
へ
の
努
力
は
欠
か
せ
な

い
」
と
語
っ
た
。

賄
え
な
い
と
し
て
い
る
。
連

邦
政
府
も
、
国
立
社
会
保
険

院
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｓ
）
の
支
払
い

だ
け
で
４
２
５
億
レ
ア
ル
は

支
出
が
増
大
す
る
見
込
み
と

試
算
し
て
い
る
。

　

報
告
書
が
「
来
年
度
支
出

は
今
年
よ
り
３
９
０
億
レ

し
か
増
や
せ
な
い
」
と
し

た
根
拠
は
、
今
年
の
支
出

１
兆
３
０
１
０
億
レ
に
対

し
、
昨
年
成
立
し
た
歳
出
上

限
法
の
、「
支
出
は
イ
ン
フ

レ
率
以
上
に
上
げ
ら
れ
な

い
」
と
の
原
則
を
適
用
し
た

　

２
０
１
８
年
連
邦
予
算
基

本
法
（
Ｌ
Ｄ
Ｏ
）
最
終
報

告
書
が
１
０
日
に
発
表
さ

れ
、
連
邦
政
府
の
来
年
度
予

算
は
、
今
年
と
比
較
し
て

３
９
０
億
レ
ア
ル
分
し
か
支

出
拡
大
の
余
地
が
な
い
事
が

分
か
っ
た
と
、
１
１
日
付
エ

ス
タ
ー
ド
（
Ｅ
）
紙
が
報
じ

た
。

　

同
報
告
書
の
報
告
官
で
あ

る
、
マ
ル
ク
ス
・
ペ
ス
タ
ー

ナ
下
議
（
民
主
社
会
党
・
Ｐ

Ｓ
Ｄ
Ｂ
）
は
、
こ
れ
で
は
必

要
最
低
限
の
義
務
的
支
出
も

義
務
的
支
出
だ
け
で
超
過
確
実

期
限
過
ぎ
た
伝
票
の
支
払
い

「
多
大
な
努
力
必
要
」と
報
告
官

領
の
弁
護
側
が
弁
明
書
で
述

べ
て
い
た
「（
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
社

主
の
）
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ
・
バ

チ
ス
タ
氏
か
ら
脅
迫
行
為
が

行
わ
れ
た
」
と
の
記
述
に
関

し
、「
両
者
の
会
話
の
録
音

で
は
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
見

ら
れ
な
い
」
と
の
見
解
を
示

メ
イ
レ
レ
ス
財
相
（Antônio 

Cruz/EBC/FotosPúblicas
）

ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
報
告
官
（Lula M

arques/AGPT

）

委
員
の
入
れ
替
え
な
ど
で
対
抗

委
員
、
補
欠
委
員
ら
の
見
解

表
明
が
終
わ
っ
た
後
だ
。

　

１
１
日
に
は
ス
ヴ
ェ
イ
テ

ル
氏
の
パ
レ
セ
ー
ル
の
代
案

を
提
出
す
る
動
き
が
起
き
て

く
る
な
ど
、
大
統
領
支
持
派

の
な
り
ふ
り
構
わ
な
い
告
発

阻
止
の
様
子
も
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

に
し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て

い
る
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｊ
の
ロ
ド
リ

ゴ
・
パ
シ
ェ
コ
委
員
長
は
、

連
立
与
党
の
こ
う
し
た
行
為

に
既
に
不
快
感
を
示
し
て
い

る
と
も
。
選
挙
高
等
裁
判
所

で
の
１
４
年
大
統
領
選
の
ジ

ウ
マ
氏
と
の
シ
ャ
ッ
パ
の
当

選
の
可
否
を
問
う
裁
判
の
と

き
も
、
自
分
寄
り
の
判
事
を

据
え
、
薄
氷
で
失
職
を
免
れ

た
印
象
が
強
か
っ
た
の
に
、

似
た
よ
う
な
切
り
抜
け
方
で

は
国
民
も
納
得
し
な
い
の
で

は
。
大
統
領
に
毅
然
と
し
た

態
度
で
臨
む
こ
と
を
求
め
る

国
民
は
多
い
は
ず
だ
が
。

　
　
　
　
　

◎

　

Ｃ
Ｃ
Ｊ
の
一
方
で
、
ロ
ド

リ
ゴ
・
マ
イ
ア
下
院
議
長
も

現
在
、
伯
字
紙
を
に
ぎ
わ
す

存
在
と
な
っ
て
い
る
。
１
１

日
付
フ
ォ
ー
リ
ャ
紙
は
ト
ッ

プ
記
事
で
、
同
下
院
議
長
が

テ
メ
ル
大
統
領
に
、「
今
回

の
告
発
に
関
し
て
は
ま
だ
全

体
投
票
で
却
下
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
検
察
庁
か
ら

２
度
目
の
告
白
が
あ
れ
ば
厳

し
い
だ
ろ
う
」
と
の
自
身
の

見
解
を
伝
え
た
と
報
じ
た
。

ま
た
、
同
議
長
を
将
来
の
大

統
領
代
行
と
見
て
、
グ
ロ
ー

ボ
局
上
層
部
が
面
談
に
誘
っ

て
そ
れ
に
応
じ
た
と
も
。
こ

の
先
の
行
方
は
果
た
し
て
？

　
　
　
　
　

◎

　

下
院
は
大
統
領
の
告
発
受

け
入
れ
か
否
か
で
大
揺
れ
だ

が
、
労
働
法
改
正
案
承
認
を

目
指
す
上
院
本
会
議
も
、
野

党
の
大
反
対
で
大
も
め
。
民

主
社
会
党
（
Ｐ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
）
で

は
、
テ
メ
ル
大
統
領
支
持
派

だ
っ
た
ア
ウ
キ
ミ
ン
聖
州
知

事
も
、「
労
働
法
改
正
と
社

会
制
度
改
革
の
承
認
後
は
、

現
政
権
に
い
続
け
る
意
味
は

な
い
」
と
、
連
立
離
脱
を
肯

定
し
始
め
た
。
来
年
の
選
挙

も
含
め
、
今
後
の
政
界
は
ど

こ
へ
向
か
う
の
か
。

　
【
既
報
関
連
】
５
月
２
４

日
に
北
伯
パ
ラ
ー
州
パ
ウ
・

ダ
ル
コ
市
の
サ
ン
タ
ル
シ
ア

農
園
で
起
き
た
「
パ
ウ
・
ダ

ル
コ
の
虐
殺
」
で
、
土
地
な

し
農
民
運
動
の
農
民
１
０
人

を
殺
害
し
た
容
疑
で
、
軍
警

１
１
人
と
市
警
２
人
の
合
わ

せ
て
１
３
人
の
警
官
が
１
０

日
と
１
１
日
に
逮
捕
さ
れ
た

と
１
１
日
付
エ
ス
タ
ー
ド
紙

や
サ
イ
ト
が
報
じ
た
。

　

事
件
の
捜
査
に
あ
た
っ
た

同
州
検
察
が
、
農
民
た
ち
は

確
か
に
殺
害
さ
れ
た
と
の
証

拠
と
共
に
警
官
１
３
人
へ
の

期
限
付
逮
捕
令
状
を
請
求
、

同
州
レ
デ
ン
ソ
ン
郡
の
ア
ロ

ル
ド
・
ダ
・
フ
ォ
ン
セ
カ
判

事
が
そ
れ
を
許
可
し
た
。

　

逮
捕
に
は
連
邦
警
察
も
動

員
さ
れ
た
が
、
１
０
日
は
軍

警
８
人
と
市
警
１
人
が
レ
デ

ン
ソ
ン
市
に
、
軍
警
２
人
と

市
警
１
人
が
州
都
ベ
レ
ン
市

に
出
頭
、
逮
捕
さ
れ
、
ベ
レ

ン
都
市
圏
サ
ン
タ
イ
ザ
ベ
ル

市
の
刑
務
所
に
送
ら
れ
た
。

残
る
軍
警
１
人
は
１
１
日
に

レ
デ
ン
ソ
ン
市
に
出
頭
、
逮

捕
さ
れ
た
。

　

今
月
７
日
に
は
サ
ン
タ
ル

シ
ア
農
園
占
拠
運
動
の
リ
ー

ダ
ー
、
ロ
ゼ
ニ
ウ
ド
・
デ
・

ア
ウ
メ
イ
ダ
氏
が
、
パ
ウ
・

ダ
ル
コ
市
北
隣
の
リ
オ
・
マ

リ
ア
ス
市
で
、
教
会
か
ら
出

て
き
た
と
こ
ろ
を
射
殺
さ
れ

る
事
件
も
起
き
て
お
り
、
連

警
が
関
連
を
調
べ
て
い
る
。

　

今
回
逮
捕
さ
れ
た
軍
警
た

ち
の
弁
護
士
は
、
彼
ら
は
全

員
捜
査
に
協
力
し
て
お
り
、

逮
捕
は
不
必
要
だ
と
し
、
裁

判
所
の
決
定
に
控
訴
す
る
意

志
を
見
せ
て
い
る
。

　

一
方
、
検
察
は
、
市
警
２

人
は
報
奨
付
供
述
を
行
う
こ

と
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の

お
か
げ
で
逮
捕
令
状
請
求
に

こ
ぎ
つ
い
た
と
し
て
い
る
。

　

逮
捕
令
状
請
求
前
日
の
９

日
に
は
、
連
警
が
４
日
か
ら

始
め
た
、
現
場
再
現
に
よ
る

検
証
作
業
が
完
了
。
こ
の
作

業
に
は
、
連
警
の
鑑
識
官
や

犯
罪
研
究
所
職
員
も
参
加
し

た
。
事
件
に
関
与
し
た
警
官

の
銃
な
ど
の
押
収
物
件
の
鑑

識
結
果
は
今
月
末
、
現
場
再

現
に
伴
う
鑑
識
報
告
は
３
カ

月
以
内
に
出
る
予
定
だ
。
現

時
点
ま
で
に
、
農
民
９
人
は

胸
部
を
撃
た
れ
、
女
性
１
人

は
至
近
距
離
か
ら
頭
部
を
撃

た
れ
た
こ
と
や
、
警
官
の
防

弾
チ
ョ
ッ
キ
に
銃
痕
は
な
い

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

支
払
期
限
を
過
ぎ
た
銀
行

の
支
払
伝
票
（
ボ
レ
ッ
ト
・

バ
ン
カ
リ
オ
）
は
、
振
り
出

し
た
銀
行
ま
た
は
指
定
さ
れ

た
銀
行
で
し
か
払
え
な
か
っ

た
が
、
１
０
日
か
ら
は
ど
こ

の
銀
行
で
で
も
払
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

１
０
日
付
伯
字
紙
サ
イ
ト

に
よ
る
と
、
支
払
期
限
を
過

ぎ
た
伝
票
を
ど
こ
の
銀
行
で

も
受
け
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
作
業
は
段
階
的
に
行
わ

れ
、
当
面
は
５
万
レ
ア
ル
以

上
の
支
払
伝
票
だ
け
が
対
象

と
な
る
。

　

だ
が
、
９
月
１
１
日
か
ら

は
２
千
レ
ア
ル
以
上
の
伝
票

が
対
象
と
な
り
、
１
０
月
９

日
か
ら
は
５
０
０
レ
ア
ル
以

上
の
伝
票
の
よ
う
に
、
対
象

拡
大
が
徐
々
に
進
む
。
１
１

月
１
３
日
か
ら
は
２
０
０
レ

ア
ル
以
上
の
伝
票
、
１
２
月

１
１
日
か
ら
は
全
て
の
伝
票

が
対
象
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
変
更
は
、
銀
行

間
の
情
報
交
換
シ
ス
テ
ム
の

再
構
築
で
可
能
と
な
る
。
た

だ
し
、
支
払
伝
票
に
盛
り
込

ま
れ
た
納
税
者
番
号
な
ど
の

情
報
が
合
致
し
た
場
合
は
、

発
行
銀
行
以
外
の
銀
行
で
も

支
払
が
可
能
だ
が
、
情
報
が

合
致
し
な
か
っ
た
場
合
は
、

支
払
伝
票
を
発
行
し
た
銀
行

に
行
っ
て
各
種
の
情
報
を
確

認
し
て
も
ら
っ
た
上
で
、
支

払
う
必
要
が
あ
る
。

　

今
回
の
変
更
は
、
中
央
銀

行
が
定
め
た
、
個
人
ま
た
は

法
人
の
納
税
者
番
号
（
Ｃ
Ｐ

Ｆ
ま
た
は
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｊ
）
明
記

の
規
定
の
徹
底
に
よ
っ
て
可

能
と
な
る
。
新
し
い
支
払
伝

票
に
は
、
支
払
う
人
の
納
税

者
番
号
と
共
に
、
支
払
う
人

と
支
払
を
受
け
る
人
の
双
方

の
情
報
や
金
利
、
罰
金
、
割

引
そ
の
他
の
情
報
が
盛
り
込

ま
れ
、
支
払
時
の
計
算
や
情

報
交
換
を
容
易
に
す
る
と
共

に
、
伝
票
の
消
し
込
み
な
ど

も
迅
速
化
す
る
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
支
払
う
人

の
Ｃ
Ｐ
Ｆ
や
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｊ
が
記

入
さ
れ
て
い
な
い
伝
票
は
使

え
な
く
な
る
た
め
、
こ
れ
ら

の
番
号
が
入
っ
て
い
な
い
伝

票
は
破
棄
し
て
、
再
発
行
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
協
会
連
盟

（
Ｆ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｂ
ａ
ｎ
）
に

よ
る
と
、
従
来
使
わ
れ
て
い

た
シ
ス
テ
ム
は
２
０
年
以
上

前
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、

更
新
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

新
た
な
情
報
交
換
シ
ス
テ
ム

を
使
用
す
る
と
、
お
金
の
動

き
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
支

払
を
受
け
る
企
業
の
資
金
管

理
の
あ
り
方
も
改
善
さ
れ
る

と
い
う
。
新
シ
ス
テ
ム
は
、

資
金
洗
浄
（
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ

リ
ン
グ
）
な
ど
の
犯
罪
防
止

に
も
役
立
ち
、
消
費
者
と
の

関
係
を
よ
り
透
明
な
も
の
に

す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｆ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｂ
ａ
ｎ
に
よ

る
と
、
伯
国
で
は
現
在
、
年

間
約
３
５
億
レ
ア
ル
分
の
支

払
伝
票
が
発
行
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。

　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
７
月

３
０
日
に
行
わ
れ
る
予
定
の

新
憲
法
制
定
の
た
め
の
憲
政

議
会
の
議
員
選
挙
を
前
に
、

ニ
コ
ラ
ス
・
マ
ド
ゥ
ー
ロ
大

統
領
政
権
へ
の
抗
議
活
動
が

激
化
し
て
お
り
、
４
月
１
日

以
降
の
抗
議
参
加
者
の
死
が

１
０
０
人
に
迫
る
勢
い
だ

と
、
１
１
日
付
フ
ォ
ー
リ
ャ

紙
が
報
じ
て
い
る
。

　

国
際
的
な
平
和
活
動
団
体

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
１
０
日
に
発

表
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
４

月
以
降
、
抗
議
活
動
に
対
す

る
政
府
側
の
抑
圧
で
９
３
人

が
死
亡
、
１
４
０
０
人
が
負

傷
、
政
治
家
だ
け
で
４
３
１

人
が
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
。

　

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
側
は
、
ボ

リ
バ
リ
ア
ー
ナ
全
国
警
察
や

同
警
備
隊
が
抗
議
活
動
を
抑

圧
す
る
際
、
実
弾
を
使
っ
た

り
、
民
家
に
爆
弾
を
投
げ
込

ん
だ
り
と
い
っ
た
行
き
過
ぎ

た
行
動
を
と
る
の
は
、
個
人

的
な
も
の
で
は
な
く
、
非
難

を
封
じ
込
め
る
た
め
の
意
図

的
な
行
為
だ
と
い
う
。
４
月

に
起
き
た
、
本
来
は
殺
傷
性

の
な
い
は
ず
の
催
涙
ガ
ス
弾

を
胸
に
受
け
た
２
０
歳
の
女

性
が
死
亡
し
た
事
件
は
そ
の

一
例
だ
。
ま
た
、
６
月
に
は

女
性
抗
議
者
が
警
官
に
射
殺

さ
れ
、
今
月
１
０
日
に
は
、

抗
議
者
へ
の
爆
弾
投
下
で
発

生
し
た
火
が
未
成
年
の
青
年

の
服
に
引
火
し
た
写
真
が
世

界
的
に
報
道
さ
れ
た
。

　

マ
ド
ゥ
ー
ロ
政
権
は
４
月

に
、
一
般
市
民
を
訓
練
し
た

ミ
リ
シ
ア
と
呼
ば
れ
る
武
装

集
団
を
５
０
万
人
増
強
、
６

月
に
は
テ
ロ
対
策
と
称
し
て

特
別
警
備
隊
も
設
け
た
が
、

そ
れ
ら
の
人
材
に
人
道
的
な

面
の
育
成
が
な
さ
れ
て
い
る

か
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
マ
ド
ゥ
ー
ロ
大
統

領
は
同
国
検
察
官
か
ら
「
検

察
庁
の
存
在
を
骨
抜
き
に
し

よ
う
と
し
た
」
と
し
て
告
発

さ
れ
て
い
る
。

　

８
日
に
は
、
抗
議
活
動
者

た
ち
の
指
導
者
的
存
在
で
、

不
当
逮
捕
と
し
て
国
際
的
に

問
題
と
な
っ
て
い
た
レ
オ
ポ

ル
ド
・
ロ
ペ
ス
氏
の
刑
が
自

宅
軟
禁
に
変
わ
っ
た
が
、
刑

務
所
内
で
の
出
来
事
を
話
す

の
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

「大統領告発を受け入れる」
　

ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
氏
は
テ
メ

ル
大
統
領
と
同
じ
民
主
運
動

党
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
）
所
属
で
は

あ
る
が
、
党
内
で
は
独
立
派

を
貫
き
、
か
つ
、
司
法
界
出

身
の
経
歴
通
り
、
客
観
的
な

判
断
に
終
始
し
た
。

　

ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
氏
は
検
察

庁
か
ら
の
大
統
領
の
告
発
文

書
に
関
し
、「
収
賄
を
疑
わ

せ
る
だ
け
の
十
分
か
つ
深
刻

な
兆
候
が
見
ら
れ
る
」と
し
、

「
作
り
上
げ
た
代
物
で
あ
る

と
は
言
い
難
い
」
と
の
見
解

を
述
べ
た
。

　

ス
ヴ
ェ
イ
テ
ル
氏
は
大
統

農
民
虐
殺
容
疑
の
警
官
逮
捕

７
日
の
殺
人
と
の
関
連
も
捜
査

反
政
府
抗
議
活
動
者
に
多
数
の
死

禁
止
兵
器
を
使
用
と
も

全
て
の
銀
行
で
支
払
い
Ｏ
Ｋ
に

テメル告発
ＣＣＪ

来年度予算

支
出
増
大
は
３
９
０
億
レ
だ
け

（２）２０１７年 第４７９３号 ７月 １２日 （水曜日）

ベネズエラ

パラー州

し
た
。さ
ら
に「
会

話
の
隠
し
撮
り
は

違
法
だ
」
と
の
記

述
に
関
し
て
も
、

「
相
手
が
知
ら
な

か
っ
た
録
音
を
証

拠
と
す
る
の
は
、

１
９
９
７
年
に
最

高
裁
が
合
法
と
し

て
い
る
」
と
の
反

論
も
行
っ
た
。

　

さ
ら
に
ス
ヴ
ェ

イ
テ
ル
氏
は
、
下
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